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平成２５年度第５回堺市子ども青少年局児童福祉施設等施設整備審査会会議録 

（増改築・大規模修繕 書類・面接審査） 

■  開催日時  ：  平成２５年１２月２０日  １４時３１分～１７時３５分 

■  会    場  ：  堺市役所本館地下１階多目的室 

■  出席委員  ：  委 員 長  （堺市子ども青少年局子ども青少年育成部長）深田 仁志 

                  委 員 （プール学院大学短期大学部 准教授）辻 富士子 

         委  員 （税理士）森島 憲治 

委 員 （堺市立健康福祉プラザ 健康福祉センター所長、市民交流センタ

ー所長）渡辺 剛史 

■ 事 務 局 ： （子ども青少年育成部子ども企画課長補佐）石戸 博晃 

         （保育推進課長）郡川 新二 ほか 

■  案 件 名 ：（１）平成２５年度堺市民間保育所緊急整備費補助金の交付対象施設（増改築・

大規模修繕）選定に係る書類審査について 

        （２）平成２５年度堺市民間保育所緊急整備費補助金の交付対象施設（増改築・

大規模修繕）選定に係る法人面接審査について 

        （３）平成２５年度堺市民間保育所緊急整備費補助金の交付対象施設（増改築・

大規模修繕）の選定結果について 

発言者 内                容 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

事務局 

 

 

 

 

開会 

 

委員長及び委員紹介 

 

定足数報告 

 委員４人 

 

審査の概要説明 

増改築１件、大規模修繕２件、計３案件について、書類審査、ヒアリング及び採

点を行うことを説明 

会議内容は会議録作成のため録音すること、会議録の要約については、市ホーム

ページ等で公表予定であることについて説明 

委員全員の出席があるため、堺市子ども青少年局児童福祉施設等施設整備審査会

規則の規定により審査会が有効に成立していることを報告 

 

審査会が設置された経緯及び守秘義務について説明 

 

対象案件の審査方法について説明 

平成２５年度の保育所の整備事業及び今後の整備計画について説明 

 

１番の増改築案件について 

書類審査 
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事務局 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査基準について説明 

対象案件について説明 

 

応募書類等に基づいて意見交換 

（１）法人経営の安定性について 

（２）保育所建設予定地について 

 

ヒアリング 

応募法人入室・応募法人出席者確認 

質疑応答 

（１）審査の結果選定された場合、募集の条件、協議書及び本日のヒアリングの

内容について誠実に履行することについて確認 

（２）諸手続きや整備、運営等に関する担当課からの指示、指導に従うことを確

認 

（３）今回の施設整備の必要性、効果及び今後の事業展開について 

（４）資金計画について 

（５）避難経路及び防火対策について 

（６）職員の人件費について 

（７）０歳児保育に向けた研修について 

（８）看護師の配置について 

（９）プール使用時の保育について 

（10）職員の休憩場所ついて 

法人出席者 退室 

 

 

２番の大規模修繕案件について 

書類審査 

審査基準について説明 

対象案件について説明 

 

応募書類等に基づいて意見交換 

（１）法人経営の安定性について 

（２）用地の評価方法について 

（３）送迎用駐車場について 

（４）資金計画について 

 

ヒアリング 

応募法人入室・法人出席者確認 

質疑応答 

（１）審査の結果選定された場合、募集の条件、協議書及び本日のヒアリングの
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事務局 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

内容について誠実に履行することについて確認 

（２）諸手続きや整備、運営等に関する担当課からの指示、指導に従うことを確

認 

（３）今回の施設整備の必要性、効果及び今後の事業展開について 

（４）大規模保育所の安全対策について 

（５）法人の資金運用について 

（６）遊戯室での縦割り活動や地域交流事業について 

（７）保育室の採光について 

法人出席者 退室 

 

 

３番の大規模修繕案件について 

書類審査 

審査基準について説明 

対象案件について説明 

 

応募書類等に基づいて意見交換 

（１）地域における貢献度について 

（２）一時預かり室について 

（３）資金計画について 

 

ヒアリング 

応募法人入室・応募法人出席者確認 

質疑応答 

（１）審査の結果選定された場合、募集の条件、協議書及び本日のヒアリングの

内容について誠実に履行することについて確認 

（２）諸手続きや整備、運営等に関する担当課からの指示、指導に従うことを確

認 

（３）今回の施設整備の必要性、効果及び今後の事業展開について 

（４）相談室と一時預かり室について 

（５）子育て支援３事業について 

（６）資金計画について 

（７）送迎用駐車場について 

（８）職員の配置について 

法人出席者 退室 

 

 

採点 

採点の注意事項の説明 
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事務局 

 

 

 

 

委員長 

保育推進課職員退出 

 

採点・集計 

 

保育推進課職員再入室 

 

結果発表 

集計の結果、今回の審査対象の３案件ともに、基準点を上回っていることを発表 

以上の結果を子ども青少年局長に報告のうえで、事務を進めていくことを説明 

 

閉会 

 

 

 


